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研究成果の概要（和文）：近年，人文社会科学の様々な領域でデータ分析が盛んになっている．しかし，法学に
おいては，この流れはあまり強くない．近年比較社会学等で提案されている，質的比較分析（Qualitative 
Comparative Analysis, QCA）は，こうした状況を変える可能性を持つ．QCA は，ある結果を生じさせるのに必
要・十分なファクターを，集合論などを用いて探るものである．本研究では，QCAというデータ分析の新しい手
法を，法学における判例研究に応用するものである．具体的には，米国の弁護人依頼権に関する裁判例の分析を
例にして，QCAが法学，特に判例研究において有効であるということを示した．

研究成果の概要（英文）：In recent years, empirical analyses based on statistical techniques have 
become popular among researches in various academic fields of human and social sciences. However, in
 legal fields, these empirical analyses are not popular. Qualitative Comparative Analysis (QCA), 
which is used in some fields such as comparative sociology, might change this trend in legal fields.
 QCA is a data analysis technique that explore necessary conditions and sufficient ones to produce 
outcomes. This study aims to apply the new data analysis technique, QCA, to legal case studies. More
 specifically, we analyze legal cases about right to counsel in Supreme Court of the United States 
and demonstrate that QCA is useful for legal case studies.
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様 式 Ｃ－１９，Ｆ－１９－１，Ｚ－１９，ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 近年において，人文社会科学の様々な領域
でデータの統計分析が盛んになっている．そ
して，電子計算機の発達により，多様な統計
学的手法を実装したソフトウェアが用いら
れるようになっており，これまで理論を立て
るだけで実証が困難とされてきた分野でも，
実証が行われるようになってきている．しか
し，法学においては，この流れはあまり強く
ない． 
 近年比較社会学等で提案されている，質的
比 較 分 析 （ Qualitative Comparative 
Analysis, QCA）(Ragin 1987) という手法は，
こうした状況を変える可能性を持つ．QCA 
は，ある結果を生じさせるのに必要・十分な
ファクターを，集合論などの数学的道具を用
いて探るものである．この数学的道具により，
統計分析と同じようなソフトウェアの開発
も可能になり，実際に既にいくつか開発・利
用されている．例えば，fs/QCA という QCA
専用のソフトウェアが開発されているし，R
にも QCA に関するパッケージがある(Ragin 
2008; Thiem & Dusa 2012)． 
 
２．研究の目的 
 本研究では，質的比較分析(QCA)というデ
ータ分析の新しい手法を，法学における判例
研究に応用する．今回の研究の期間内に，法
学の判例研究における QCA の利用例をつく
り上げ，QCA の有用性をいくぶんかなりと
も示すことを目指す．より具体的には，次の
3 つのことを行う． 
 
(1) 法学の研究の中の，特に判例研究の，QCA 
による理論化 
(2) 弁護人依頼権の判例の QCA を利用した
分析 
 
 (1) では，法学における判例研究と，QCA の
類似点について，明らかにする．その際には，
上記ソフトウェアを使うことによって，判例
の比較研究の理論化が可能になる． 
(2) では，(1) の具体例として，米国の弁護人
依頼権（弁護士を欠く刑事訴訟手続はどのよ
うな場合に違憲となるか）の判例の分析に
QCA を用いる研究を行う．この判例を用い
る理由は，統計分析の手法を利用する試み
(Lawlor 1963; Kort 1963) が行われた際に
用いられた判例であったからである．こうし
た研究があるためデータが分析しやすいよ
うに既に整理されていること，統計分析との
対比がしやすいことなどから，QCA を用い
る研究の例としてこの判例を用いた研究を
行う． 
 結論の異なる複数の判例を比較してファ
クターを抽出することはよく行われるが，従
来は研究者・実務家の経験や勘を頼りに行わ
ざるを得ないところがあった．QCA を利用
することでそれをより厳密に行うことがで
き，引き出せる情報も多くなりうる．さらに，

QCA を用いることで，法学の研究において
もソフトウェアを利用したデータ分析が盛
んになる可能性もあり，それにより今までの 
方法では複雑すぎて分析できなかったデー
タを用いて新たな知見を得られるようにな
る可能性も高まる． 
 QCA の法学の分野への応用自体は今まで
も存在したが（鹿又ほか編 2001 など），そ
れは QCA の使用者の用いたデータがたまた
ま法学に関係のあるものであっただけであ
るという面が大きかった．法学，特に判例研
究におけるファクター思考と QCA の考え方
との類似性に着目し，他の人文社会科学にお
けるソフトウェアを利用したデータ分析と
同様の感覚で，法学におけるデータ分析が行
えるようにすることを目指す． 
 
３．研究の方法 
本研究では，QCA の，具体的な法的事例へ
の適用を試みる．その際の法的事例としては，
米国の弁護人依頼権の判例を用いる．QCA
によるデータ分析については，だいたい以下
の様なステップを踏むのが通常である． 
 (1) 先行研究等を調べ，ファクターだと考
えられるものを列挙する．(2) 個々の事例が
(1)で考えたファクターのどれを持っている
かをまとめたデータを作成する．(3) (2)のデ
ータを真理表と呼ばれる表に変換する．(4)
真理表から論理式を導く．(5) 導かれた論理
式を解釈する． 
 こうしたステップを，例えば上記の米国の
弁護人依頼権の判例について適用すると次
のようになる．まず，(1)と(2)については，か
つて行われた，この米国の弁護人依頼権の判
例の分析に，統計学などの統計分析の手法を
適用しようとした研究がある程度利用でき
る．この研究では，死刑に服すべき罪の存否，
未成年か否か，裁判経験の存否，裁判管轄に
関する争点の存否など約 20 のファクターが
検討されているので，これをまず参考に各判
例を検討していくことになる．(3)と(4)につい
ては，QCA のソフトウェアを利用すること
により，効率的に行うことが可能になってい
る．具体的には，fs/QCA や R というソフト
ウェアに(2)で作成したデータを読み込ませ
て処理をすることになる．(5)においては，従
来の法学での弁護人依頼権についての理論
と QCA でのデータ分析の結果を比較して，
理論通りに言えている部分はどこか，理論で
しか見られない部分はどこか，理論では言わ
れておらずデータからのみ言える部分はど
こかといったことを見つけ出すことになる． 
 
４．研究成果 
ここでは，今回の研究成果の中心である森

(2016)の内容を主に概説する．この研究では，
米国の弁護人依頼権に関する裁判例の分析
を例にして，QCA が法学，特に判例研究に
おいて有効であるということを示すことを
試みた．用いたデータは，1930 年代から 1960



年代前半までの米国連邦最高裁判所の「弁護
人の援助を受ける権利」（弁護人依頼権）に
関する裁判例である（表 1 に一部を掲載）． 
 
表 1 米国の弁護人依頼権の裁判例の一部 

事

件 
事件名 

Cou

nsel 

Capit

al 

Yout

h 

Illiterac

y 

NoCou

rt 

Betwe

en 

1 Powell 1 1 1 1 1 1 

2 Avery 0 1 0 0 1 0 

3 Smith 1 0 0 1 1 1 

4 Betts 0 0 0 0 0 1 

5 Williams 1 1 0 0 1 1 

6 Tomkins 1 1 0 0 1 1 

7 House 1 0 1 1 0 1 

8 White 1 0 0 0 1 1 

注 Counsel： 弁護人を付すべきと裁判所が
判断した，Capital: 死刑事件である，Youth: 
被告人が若年である，Illiteracy：被告人に文
字が読めない等の事情がある，NoCourt： 被
告人に刑事裁判の経験がないか不慣れであ
る，Between： 罪状認否手続から公判開始
までの間弁護人が付いていなかった 
 
ここでは，裁判例を一度に QCA で分析する
のではなく，古い方から時系列に従っていく
つかに区切って見ていく．通常 QCA の対象
とされることが多い政治学や社会学におけ
る事例の国際比較や歴史的比較に比べ，判例
研究ではこのような方法が有効だと思われ
る．なぜなら，裁判所が過去の裁判例を明確
に意識してそれを踏まえつつ新たな判決を
下すという構造になっているからである．通
常の国際比較や歴史的比較で使われる事例
はこのような構造になっていることはほと
んどなく，この点は裁判例の 1 つの特徴であ
る． 
 
(1) Betts 事件までの分析 
 まず，最初の Powell 事件から Betts 事件
までを検討する．ここで区切るのは，Betts
事件によって州の刑事手続では弁護人を付
すべきと裁判所が判断するのは一定の場合
にとどまることが明らかになったからであ
る． 
 
 ① 必要条件の分析 
 最初は必要条件の分析から行うのが一般
的である．ある条件が Counsel の必要条件に
なっている可能性があることを確認するに
は，Counsel が 1 のときにその条件が常に 1
になっているかどうかを確認すればよい．す
ると，当初考えていた Between は，Counsel
が 1のときに常に 1になっているのでこの条

件を満たす．したがって，罪状認否手続から
公判開始までの間弁護人が付いていないこ
とは，弁護士を付すべきと裁判所が判断する
ことの必要条件である可能性がある． 
 
② 真理表の作成 
 次の段階として，表のデータから，真理表
を作成する．真理表では，条件の存在／不存
在の，考えうるすべての組み合わせが，表の
行に記載されている．そして，各行に対して，
その行に対応する結果，その行に該当する事
件数（n），n のうち結果が 1 になっている事
件の割合（整合度），事件名を書く．そうし
てできあがったのが表 2である． 
 
表 2：Betts 事件までの真理表 

Capital Youth Illiteracy Between Counsel n 整合度 事件 

0 0 1 1 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 4 

1 0 0 0 0 1 0 2 

 
真理表の各行は，結果の存在または不存在の
十分条件になっており，論理式で表せる．例
えば，表 2の 1行目は ～Capital × ～Youth 
× Illiteracy ×Between → Counsel とい
う論理式となる．×は論理積，～は条件の否
定を表す． 
 表 2の真理表の場合，結果の存在がしてい
る行，すなわち Counsel が 1 である行は 1行
目と 2行目である．よって，弁護士を付すべ
きと裁判所が判断するのはこの 2 行なので，
論理式にまとめると～Capital × ～Youth 
×  Illiteracy × Between + Capital × 
Youth ×  Illiteracy × Between → 
Counsel となる．論理式でも普通の数式と同
様に，結合法則や分配法則を使って式をまと
めることができるので，今の論理式を(～
Capital × ～Youth  + Capital × Youth) 
× Illiteracy ×Between → Counsel とま
とめることもできる． 
 
③ 反事実的分析 
  ②で示したような該当する事件のある行
のみの真理表から求めた，結果の存在や不存
在の論理式のことを，複雑解と呼ぶ．この複
雑解の論理式は真理表のすべての行を考慮
しているわけではないため，この論理式から
一般的な理論を導くことは難しい．なおかつ，
論理式の形があまり簡潔ではないという点
からも，論理式から一般的な理論を導くこと
の障害となっている． 
 これを解消するためには，該当する事件の
な い 行 （ こ れ を 論 理 的 残 余 , logical 
remainder と呼ぶ）についても，何らかの形
で考慮して論理式を求める必要がある．その
ためには，もし該当する事件があったらその



行の結果はどうなるかということを予想し，
それを論理式に取り込むことになる．このよ
うな分析を反事実的分析という． 
 現在主流となっている反事実的分析の方
法では以下のようなものである．まず，複雑
解を構成するのに使った真理表の行に加え，
論理的残余の行のうち論理式の形をできる
かぎり簡単なものにするような行を探して，
そのような行の結果は1になるものと仮定し
て，これも含めて新しい論理式を作る．この
新しい論理式を，簡潔解(parsimonious 
solution)と呼ぶ． 
 ただし，簡潔解は，「とにかく論理式が簡
単になるように」との観点で論理的残余を式
に含めるか否かを決めているので，含めるこ
とがもっともらしくない行まで含めてしま
っている可能性がある．簡潔解に含めている
論理的残余の行のうち，そうした行を除いて
でき上がるのが，最終的な解である中間解
(intermediate solution)である． 
 中間解を fs/QCA を用いて求めると，
Illiteracy × Between →  Counsel                                                         
となる．すなわち，Betts 事件までの分析で
は，弁護人を付すべきと裁判所が判断すると
いうことの十分条件は，文字が読めない等の
事情があり，かつ罪状認否手続から公判まで
の間弁護人が付いていなかったということ
である，と考えられることになる． 
 
(2) White 事件までの分析 
 次に，表 1の 8番の White 事件まで含めた
分析を行う．この場合，「矛盾のある行」が
登場する． 
① 必要条件の分析 
 今までと同様の方法で，やはり変わらずに
Between が必要条件の可能性があるというこ
とができる． 
 
② 真理表の作成 
 真理表を作成すると，表 3 のようになる．
ここで問題は 5 行目である．5 行目は，4 番
の事件は Counsel が 0，8番の事件は Counsel
が 1 となっており，結果が一貫していない．
これを「矛盾のある行」と呼ぶ．「整合度」
の部分の数字は，その行の事件数 n のうち
Counsel が 1 となっている割合を表すので，
この整合度が 0や 1でなく，小数である場合
にはその行は矛盾があると判断できる． 
 
表 3：White 事件までの真理表 

Capital Youth Illiteracy Between Counsel n 整合度 事件 

1 0 0 1 1 2 1 5,6 

0 0 1 1 1 1 1 3 

0 1 1 1 1 1 1 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 
 

1 0.5 4,8 

1 0 0 0 0 1 0 2 

  
矛盾がある行では結果が 0 か 1 かをそのま
までは確定できない．このような場合の対処
法として，いくつかの方法が考えられる
（Rihoux & Ragin 2008:48-56; Schneider & 
Wagemann 2012:120-123）．第 1に基本となる
方法は，真理表に条件を付け加えるというも
のである．付け加えられた条件が，事件の区
別のための新たな情報源となりうるので，こ
の方法で矛盾が解消できる可能性がある．第
2 は，事件を除いたり含めたりすることで，
研究対象の母集団の定義を定め直すという
ものである．第 3は，条件や結果の定義など
を再考することで，0 と 1 の数値の割り振り
を見直すというものである． 
 これらの方法は，判例研究の重要なテクニ
ックである「区別」（distinction）に通じる
ものがあると思われる．特に判例法の国であ
る米国や英国では，一見したところでは先例
と矛盾するように見える裁判例を，先例をな
るべく狭く解することによって，先例とは異
なるものと解することによって矛盾のない
ものと説明することが行われてきた（田中
1980:490; Llewellyn 1930:40）．各裁判例の
結論は各事件の重要な事実を前提としてい
るので，重要な事実が異なる事件であれば，
先例とは結論が違っても不思議ではないと
解することができる．そのため，矛盾する事
件がある場合には，重要な事実が違うことを
うまく説明すればよいということになる． 
日本においても判例研究において，最高裁
レベルの裁判例の間では，明白な判例変更が
ないかぎり矛盾・衝突がないと最初は仮定し
て，一見矛盾するような裁判例の事実関係の
違いを検討してみるということが勧められ
ている（弥永 2009：174）． 
 今の例の場合，真理表に条件を付け加える
という方法で，矛盾に対処可能である．4 番
も 8番の事件も若年であったり文字が読めな
い等の事情があったりするわけではないこ
とに変わりはない．しかし，4 番の Betts 事
件の場合にはさらに裁判所は， 被告人はか
つて刑事裁判所に出頭し，窃盗罪で有罪の答
弁をして刑に服したことがあるため，刑事裁
判に全く経験がないわけではなかったこと
を指摘している．そして，Betts 事件ではそ
れもあって弁護人を付さなくてもよいと判
断された．それに対して，8 番の White 事件
の場合には，こうした刑事裁判の経験といっ
たものについては言及がない．そのため，こ
のような「被告人に刑事手続の経験がない」
という条件を付け加えることで，この 2つの
事件を区別して矛盾を解消できるのではな
いかと思われる． 
 表 4が，そうした「被告人に刑事手続の経
験がない」という条件（NoCourt）を付け加
えた真理表である．これを見ると 4番と 8番
の事件が違う行に別れることによって，うま



く矛盾が解消していることがわかる． 
 
 
表 4：White 事件までの真理表（矛盾を解消） 

Capital Youth Illiteracy NoCourt Between Counsel n 

整

合

度 

事

件 

1 0 0 1 1 1 2 1 5,6 

0 0 0 1 1 1 1 1 8 

0 0 1 1 1 1 1 1 3 

0 1 1 0 1 1 1 1 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 0 4 

1 0 0 1 0 0 1 0 2 

 
③ 反事実的分析 
 この表 4 をもとに中間解を求めると
NoCourt×Between + Youth×Illiteracy×
Between → Counsel となる．この White 事件
までは，刑事裁判の経験がない被告人は，若
年や読み書きなど他の条件がどうあれ，罪状
認否手続から公判までの間弁護人が付いて
いなければ，弁護人を付けるべきと裁判所が
判断してきたことがわかる． 
 
(3) QCA と判例研究の類似性 
 
(1)と(2)のような分析手順を振り返ってみ
ると，QCA は，法学における判例研究にマッ
チした手法であると言える．統計分析を主と
する量的分析，QCA，法学における判例研究
という 3つの研究の特徴を比較すると，下の
表のようになる． 
 
表 5 量的分析，QCA，判例研究の比較 

分析の特徴 量的分析 QCA 
法学の判

例研究 

適切な事例

の数 
数百個～ 数個～数十個 

数個～数

十個 

個々の事例

の知識 
必要性小 必要性大 必要性大 

逸脱事例へ

の対処 
外れ値の除外 矛盾の解消 区別 

数学的道具 
確率論，統計学，

線形代数 

論理学，集合論，

ブール代数 
- 

 
例えば，適切な事例の数は，QCA では，中程

度（数個から数十個）程度である．そこで分
析を行うにあたって，個々の事例の知識が必
要になる．こうした特徴は，法学における比
較研究とよく似ている．他の事例から外れた
少数の事例については，量的分析では，それ
を外れ値，偶然出現したものなどとみなし，
分析から除外するのが一般的である．それに
たいして，QCA では分析からの除外よりも，
その外れた事例を説明するための新たな条
件を探すなどして，説明できない事例という
矛盾の解消を優先する．これは，判例研究に
おいて，一見同じような事件であるのに異な
る判断を裁判所が下している少数の裁判例
がある際に，その裁判例を裁判所の誤り，偶
然の気まぐれなどとして分析から除外する
のではなく，それを説明する隠れた事実など
を探す「区別」と呼ばれる方法などをとるの
と類似している． 
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